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【廃棄物の区分】

※※  事事業業系系ごごみみををごごみみスステテーーシショョンンにに出出すす行行為為はは、、不不法法投投棄棄ととみみななさされれまますす。。

【事業系一般廃棄物】

【産業廃棄物】

産産業業廃廃棄棄物物処処理理業業者者のの検検索索

ひろしま産廃ネット（一般社団法人 広島県資源循環協会）

☎ 082-247-8499

※ 産業廃棄物処理業の許可は、廃棄物を収集運搬する産業廃棄物収集運搬業と処分を行う産業廃棄物処分業に
　 分けられています。（収集運搬許可業者と処理業許可業者の２者それぞれと契約する必要があります。)

※※  事事業業活活動動ととはは、、会会社社、、工工場場、、事事務務所所、、店店舗舗、、農農業業者者ななどど営営利利をを目目的的ととすするる活活動動だだけけででななくく、、病病院院、、学学校校、、
　　  福福祉祉施施設設、、官官公公署署ななどどのの公公共共ササーービビススやや非非営営利利のの各各種種団団体体ななどどもも含含ままれれまますす。。

　事業系ごみとは、一般家庭から出るごみとは区別された、事業活動によって生じたごみのことです。事業系ご
みは、大きく「事業系一般廃棄物」と「産業廃棄物」に区分され、その処理方法が異なります。
　事務所などから出るお茶殻や弁当の食べ残しなど、家庭から出るごみと内容が変わらず少量であっても事業系
ごみになります。

　家庭系ごみと同様に正しく分別し、事業者自らが大崎上島環境センターに直接持ち込むか、町の一般廃棄物収
集運搬許可業者（大崎島環境衛生社☎６２－１２３６）へ依頼してください。

事業活動に伴って生じた廃棄物で、産業廃
棄物以外のもの

一般家庭の日常生活に伴って生じた廃棄物

事業活動に伴って生じた廃棄物で、廃棄物
処理法で規定された２０種類のもの

　廃棄物処理法第３条により、事業活動に伴って生じたごみは、事業者が自らの責任において適正に処理するこ
とが義務づけられています。

　事業系ごみは、家庭系ごみとは処理方法が異なります。ごみの内容、量の多少にかかわらず、ごみステーショ
ンに出すことはできません。

※ 事業者が事業系ごみを直接搬入する場合には、搬入車両ごとに事業系一般廃棄物処理依頼届出書を大崎上島町
　 環境衛生課環境衛生係（☎６４－３５１３）に提出し、事業系一般廃棄物処理依頼届済証明書を取得する必要
 　があります。（届出車両以外での搬入はできません。）

　産業廃棄物は、町で処理することができません。県の許可を有する産業廃棄物処理業者へ依頼してください。

事業系ごみの分け方・出し方

廃棄物

家庭系ごみ

事業系ごみ

産業廃棄物

事業系一般廃棄物
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事業系ごみとは

事業者の責務

事業系ごみの処理方法

【搬入できるごみの種類】

大崎上島町から排出される一般廃棄物で、以下のものとなります。

○可燃ごみ　○不燃ごみ（ビン・陶磁器類、缶類・刃物類）　

○資源ごみ（新聞・チラシ、雑誌・雑紙、ダンボール、ペットボトル）

○大型可燃ごみ　○有害ごみ（乾電池・小型充電式電池、蛍光管・電球類）

※ 粗大ごみ、産業廃棄物は、搬入できません。

【受付日時】

月・火・木・金曜日（祝日を除く）

13時30分 ～ 16時30分

休場日：水・土・日曜日、祝日、年末年始（12月31日 ～ 1月3日）

【施設使用料】

無料です。

【搬入車両の規制】

最大積載量が２トンを超える車両での搬入はできません。

【搬入の手順】

1 受付時間内に施設へ直接搬入してください。予約の必要はありません。

2 計量器の上で停車して窓口で受付し、ごみを積載した車両の重量を量ります。

3 荷降ろしは、ご自身で行っていただきます。場所などについては、係員の指示に従ってください。

4 全ての荷降ろしが完了したら、再度、計量器でごみを降ろした車両の重量を量ります。

※ 事業者は、受付窓口で事業系一般廃棄物処理依頼届済証明書を提示してください。

【自ら搬入ができない場合】

※ 許可を受けていない者が他人のごみを運搬することは、法律（廃棄物処理法）で禁止されています。

【注意】

・受け入れできないものについては、お持ち帰りいただきます。

・複数の分別種を混載する場合は、荷降ろしをしやすいように分別して積載してください。

・搬入物の荷降ろしは、係員の指示に従い、搬入者自らが行ってください。

・施設内では、運搬・作業車両などが走行していますので、安全に十分注意してください。

・施設が混み合うときには、お待ちいただく場合があります。

・施設の故障時、施設が処理能力を超えた場合などには、搬入物をお持ち帰りいただくことがあります。

※ 持ち込みの場合、指定袋は不要です。可燃ごみは、半透明で容量45ℓまでの
　 袋に入れて搬入してください。

　大崎上島町の許可を受けた「一般廃棄物収集運搬許可業者（大崎島環境衛生社☎６２－１２３６）」へ
運搬を依頼してください。料金などは、業者に直接確認してください。

大崎上島環境センターへのごみの持ち込みについて


